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本日御議論いただきたい内容

• 第108回制度検討作業部会（2025年10月29日、以下「第108回作業部会」という）では、週間商品（一次・二次

①・二次②・三次①）が前日取引化する2026年度に向けて、応札方針に関する発電事業者向けアンケート結果を踏

まえ、調整力調達コストの高騰が懸念されたことから、募集量の削減と上限価格の引下げを提案した。

• 第108回作業部会において、委員からは、募集量の１σ相当への削減と合理的な上限価格の設定の方向性については

おおむね賛同いただいた一方、前日取引化による市場環境の変化が見込まれる中、提案の水準での募集量の削減と上

限価格の引下げを同時に行うことで、一部の事業者の事業継続性への影響や調整力の安定調達上の懸念が想定される

ため、事業者への影響について更なる評価を行った上で改めて方針を検討をすべきとの指摘もあった。そこで、今回

は、調整力の確保や事業者への影響の検討を踏まえて2026年度以降の需給調整市場の対応方針のうち上限価格の適

切な水準について改めて御議論いただきたい。

• 従前より、電力・ガス取引監視等委員会では、制度設計・監視専門会合において監視及び価格規律の見直しの議論が

行われていた。今般、その内容について建議が行われたことを受け、事務局より御報告差し上げるとともに、本作業

部会においても御議論いただきたい。

※『2026年度以降』と記載しているものは、あくまでも前日取引化が行われるタイミング以降、の意であり、2026年4月1日からの施策ではないことに留

意。電力需給調整力取引所によると、前日取引化に向けたシステム切替を経て、2026年3月13日の市場取引（3月14日受渡分）より前日取引に移行す

る予定となっている。

※このスライド以降、需給調整市場のうち一次～三次①の取引を行うものを複合市場と定義する。

※なお、本資料中のデータは、直近の市場取引情報の速報値を収集・分析したものであるため、今後修正・変更が発生する可能性あり。
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第108回作業部会での事務局提案に対する主なご指摘

• 上限価格について、週間取引の発想を引きずった提案になっているのではないか。前日取引になると、スポットで売

れ残ったものがコマごとに出てくることになる。高需要期の卸売市場の高騰時には、需給調整市場の時点で上限価格

を超える電源のみが残っている状況になることも想定され、その場合には全量余力で対応することになるが、問題な

いのか。また、そのような電源は不当に高い価格とは言えないのではないか。

• 高速商品も含めてご提案の上限価格の設定について、新規リソースの存在をどう考えるかということだが、例えば蓄

電池のコストの状況、応札動向、応札価格も踏まえながら、新規リソースの動向全般について調査した上で示して欲

しい。

• 上限価格について、柔軟に、適切に見直すといっても、一旦やり過ぎると戻ってくるのは大変になってくる。少し緩

やかに始めてやっていく方が妥当ではないか。もう少し議論を深めていただきたい。

• 募集量削減と上限価格の引下げについて、蓄電池やDRなどの新規リソースへの配慮と、コスト抑制のバランスが重

要。募集量削減と上限価格の両方の導入を一気に行うというご提案だと思うが、既存の新規リソースの案件や、新規

の案件の投資に及ぼす影響は必ずしも少なくないのではないか。募集量削減案・上限価格案の見直し幅が適正か、量

と価格を同時に規制することでどういった相乗効果が起こるかについてイメージしにくい。

• 募集量削減を実施する場合も応札の状況を見ながら募集量を回復させることが望ましいので、そのための判断基準を

整理いただき、必要に応じて速やかに適切な募集量に戻すということを検討するべきではないか。

• 制度変更により事業の予見可能性が一定程度損なわれる懸念。今後の見通しが不確実な状況が続くことは事業の安定

性の観点から避けるべき。予見可能性を確保する情報提供を適時に行っていただくのがよい。
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１．2026年度以降の需給調整市場における対応
１－１．募集量の考え方
１－２．上限価格の考え方

２．需給調整市場ガイドライン等の改定について
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第108回作業部会での提案内容（募集量）
第108回制度検討作業部会
（2025年10月29日）資料４
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2026年度以降の需給調整市場の募集量（複合市場）の見通し

• 現在、週間商品のうち一次・二次①は3σ相当、二次②・三次①は1σ相当を市場で募集しており、市場外調整力の控

除が行われているが※１、控除期限は2026年3月とされている※2。
※１：複数のエリアでは、揚水等の随意契約に相当する分の募集量の控除を行っている。

※２：2026年4月以降、状況に応じて必要あらば、再度の控除の検討はあり得る。

• 第108回作業部会の事務局提案のとおり、複合市場の全ての商品の募集量を１σ相当に統一した場合、2026年度の募

集量見込は、2025年度と比べて、一次・二次①では13%減少し、調整力調達コストの抑制が期待される。一方、

複合商品（一次～三次①）では50%増加する見通しであり、発電事業者の市場参入機会の確保が期待される。

• その上で、今後、複合市場への応札状況を確認した上で、市場における十分な競争が働いていることが確認できれば、

必要に応じて募集量を１σ相当から増加させることも検討してはどうか。

（出所）送配電網協議会提供資料より作成

高速商品（一次・二次①）の募集量見込 複合商品（一次～三次①）の募集量見込
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第56回需給調整市場検討小委員会
(2025年6月3日) 資料2

（参考）市場外調整力の募集量控除について
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（参考）商品別の応札状況（第57回需給調整市場検討小委）

（出所）第57回需給調整市場検討小委員会（2025年9月26日） 資料5
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（参考）商品別の応札不足状況（第57回需給調整市場検討小委）

（出所）第57回需給調整市場検討小委員会（2025年9月26日） 資料5
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１．2026年度以降の需給調整市場における対応
１－１．募集量の考え方
１－２．上限価格の考え方

２．需給調整市場ガイドライン等の改定について
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第108回作業部会での提案内容（上限価格）
第108回制度検討作業部会
（2025年10月29日）資料４
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今回御議論いただきたい内容（上限価格）

• 第108回作業部会では、上限価格付近での応札を繰り返す電源が存在し調整力調達コストを引き上げていることを踏

まえ、適切な上限価格を設定するべきであるという方針については、一定のご賛同をいただいた。

• 他方、週間商品の取引タイミングがスポット市場の後になることに伴い、需給ひっ迫時には需給調整市場への応札者

の多くがスポット市場で不落札となった高コスト電源となることも考えられるが、需給調整市場の上限価格を過当に

低く設定した場合、高コスト電源が需給調整市場に応札できなくなり、結果として調整力の安定調達に支障が出るの

ではないかというご指摘があった。

• また、週間商品の前日取引化、募集量の削減と同時に上限価格を引き下げることで発電事業者の収益への影響が想定

できず、事業の予見性が損なわれるのではないかとの指摘があった。特に、応札価格が比較的高額となっている蓄電

池等の新規リソースの事業の予見性への影響が大きく、ファイナンスへの影響もあるのではないかとの意見があった。

• 新たな制度設計変更に当たっては事業者へのヒアリングも行ったうえで慎重に議論すべきとの意見があった。

• 上記のご指摘も踏まえ、今回、お示しする①調整力の安定供給、②蓄電池事業の収益性に関する検討を行った。これ

らの検討も参考にして、2026年度以降の上限価格の適切な水準について、ご指摘いただいている点と調整力調達コ

ストの抑制を両立させる観点から、上限価格のあり方について御議論いただきたい。
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①調整力の安定供給について（１／２）

• 実務の観点からは、需給調整市場の約定状況を踏まえ、必要な調整力が市場で確保できていない場合には、TSOが

余力活用契約に基づいて、発電事業者に対して電源の追加起動を指示することで、調整力を調達している。これによ

り、最終的には余力活用契約に基づき安定電源の稼働を指示することで必要な調整力を確保することが可能な見立て

である。

• その上で、2026年度以降、前日取引化が行われても、先行するスポット市場で不落札の電源が、その後の需給調整

市場に応札できるかどうか、検討する。

• スポット市場と需給調整市場の２つの市場での応札価格の作り方は異なるものの、スポット市場の応札価格は電源の

稼働に伴う限界費用から構成される一方、需給調整市場では調整力の供出枠を確保しているのみであり、実際に稼働

した場合の費用を含まないことから、その変動費部分は、最低出力確保のための起動費が極端に高い電源等でない限

り、基本的にはスポット市場の応札価格を下回ると考えられる。

• したがって、スポット市場で不落札となった電源は、その応札価格相当の水準であっても需給調整市場に応札するこ

とも可能であり、一定の経済合理性があると考えられる。
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①調整力の安定供給について（２／２）

（出所）JEPX公開データより作成

[/ɲƪ²･h]

複合商品(※)応札価格分布（2024年11月～2025年10月）

[/kWh]

スポット市場約定価格分布（2024年11月～2025年10月）

（出所）需給調整市場取引所提供データより作成
（※）二次②・三次①への単独応札は除く

20円/kWh

(97.1%)
30円/kWh

(99.7%)

前回提案相当
14.42円/kWh

(79.8%)

[コマ] [億ɲƪ²Ƙ]
10円/ΔkW･30分

（97.5%）

前回提案
7.21円/ΔkW･30分

(93.1%)

現行運営相当
39.02円/kWh

(100%)

15円/ΔkW･30分

（98.4%）

現行運営
19.51円/ΔkW･30分

（100%）

• P13を前提にすると、スポット市場で不落札となった電源は、コスト構造上、同程度の価格水準で需給調整市場に応札可能

だが、その上限価格の水準によっては応札できないこともある。例えば、需給調整市場の上限価格が7.21円/ΔkW・30分

（14.42円/ΔkW・h相当）の場合、スポット市場で14.42円/kWh以下で約定した79.8%のコマでは、スポット市場で不落

札となっても需給調整市場に応札できる電源が存在し、残りの20.2%のコマではそのような電源が存在しないこととなる。

• 複合商品の応札分布では、例えば、需給調整市場の上限価格が7.21円/ΔkW・30分の場合、応札量の93.1%が収まっている。

• 以上を参考として、需給調整市場の上限価格の適切な水準について御議論いただきたい。



• 系統用蓄電池の応札価格について、「2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会 結果とりまとめ（2025年3月7

日）」での分析条件を基に、複数の事業者へのヒアリングを踏まえて、実態として多く使われているモデルケースに

補正した上で、継続して一定の金額で落札した場合の事業の収益性を検討した。

＜モデルケースの主な前提＞

・稼働年数：10年・15年

・約定量： 2ブロック/日（6時間相当）

・応札価格：5円、7.21円、10円、15円、19.51円（/ΔkW・30分）

・時間率：4時間率

• なお、ヒアリングベースでの事業者の投資目線はIRR5～10%程度であり、このことも参考にして、需給調整市場の

上限価格の適切な水準について御議論いただきたい。
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②蓄電池事業の収益性に関する検討

※計算条件は次ページに示す

需給調整市場での応札価格ごとに見込まれる収益性( モデルケース)

IRR(10年) Capex[/kWh]

応札価格 4万円 5万円 6万円 7万円 8万円

5円/ΔkW・30分 4.1% 0.0% -3.2% -5.7% -7.8%

7.21円/ΔkW・30分 12.0% 7.0% 3.3% 0.4% -2.0%

10円/ΔkW・30分 20.9% 14.7% 10.3% 6.8% 4.1%

15円/ΔkW・30分 35.2% 27.0% 21.2% 16.7% 13.2%

19.51円/ΔkW・30分 47.4% 37.2% 30.0% 24.7% 20.5%

IRR(15年) Capex[/kWh]

応札価格 4万円 5万円 6万円 7万円 8万円

5円/ΔkW・30分 9.3% 5.8% 3.2% 1.2% -0.5%

7.21円/ΔkW・30分 16.0% 11.7% 8.5% 6.1% 4.1%

10円/ΔkW・30分 23.7% 18.3% 14.4% 11.5% 9.1%

15円/ΔkW・30分 36.7% 29.2% 23.9% 20.0% 16.9%

19.51円/ΔkW・30分 48.3% 38.6% 31.9% 27.1% 23.3%
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（参考）②蓄電池事業の採算性に関する検討 – CAPEXの水準

2024年度 定置用蓄電システム
普及拡大検討会 結果とりまとめ

(2025年3月7日)

• 「2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会 結果とりまとめ（2025年3月7日）」によると、2022年度～2024年度

の蓄電池の設備費と工事費の合計は、平均で6.8万円/kWhである。
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（参考）②蓄電池事業の採算性に関する検討 – 算定条件

• 採算性の検討に当たっては、「2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会 結果とりまとめ（2025年3月7日）」

にて示された算定条件を基に、赤字で示した通りの変更を加えモデルケースを設定した。

2024年度 定置用蓄電システム
普及拡大検討会 結果とりまとめ

(2025年3月7日)

10年、15年時点での事業採算性を検討

2MW、8MWhの電源が多数参入している
ことも考慮し、4時間率で算定

2ブロック/日約定を仮定
（ご参考）
2025年4月時点で需給調整市場に応札して
いた蓄電池の2025年4月～2025年10月の
複合市場で取引される商品の平均落札ブ
ロック数は3.36ブロック/日

応札価格は5円、7.21円、10円、15円、
19.51円/ΔkW・30分で検討
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１．2026年度以降の需給調整市場における対応
１－１．募集量の考え方
１－２．上限価格の考え方

２．需給調整市場ガイドライン等の改定について
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「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」の改定

¸ 今般、需給調整市場の監視において発覚した不適切な事案や2026年度からの全商品前日取引化といった取引ルールの変更
等を踏まえ、第９回、第10回、第14回及び第15回制度設計・監視専門会合（令和７年５月23日、６月27日、10月29日及
び11月21日）において、事後的措置の詳細及び事前的措置の考え方の詳細等について、追加整理を行い、需給調整市場に
参入している蓄電池事業者等へのヒアリングなども踏まえ、「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイド
ライン」を以下のとおり改定することとなった。

１．事後的措置を規定する枠組みの見直し

¸ 適正な電力取引についての指針における需給調整市場ガイドラインの位置づけについて、従来の「望ましい行為」の詳細を示すもの
であることに加え、「問題となる行為」の詳細を示すものでもあることを追加する。「問題となる行為」の具体的な処分対象行為と
して、需給調整市場ガイドラインに具体例とともに、以下を追記する。

¸ 調整力ΔkW市場における入札価格若しくは入札量又は調整力kWh市場における登録価格の不合理な設定により、不当に収益を得
る行為

¸ 不適切なシステム設定により、調整力ΔkW市場における入札価格若しくは入札量又は調整力kWh市場における登録価格が不合理
に設定され、需給調整市場やインバランス料金の精算に関して、他の複数の事業者に影響を与える行為

２．事前的措置等の見直し（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

¸ B種電源の「一定額」にかかる電力・ガス取引監視等委員会事務局との協議を廃止し、関連する記載は削除する。加えて、一定の粒
度の事前確認を維持する観点から、大きな市場支配力を有する蓋然性の高い事業者（事前的措置の対象事業者）に対しては、次年度
の取引開始前（期中に参入又は入札価格の考え方を変更する電源等は、期中の取引開始前）に以下のⅰ.について確認を行い、四半期
ごとに以下のⅱ.について報告を求める旨を追記する。

i. 各電源等の入札価格の考え方について、価格規律の認識に齟齬がないこと。

ii. 期中の固定費回収状況。
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「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」の改定

（前頁の続き）

¸ 制度設計・監視専門会合の議論等を踏まえ、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方（価格規律のあり方）を需給調整市場ガイドライ
ンに追記する。

¸ ΔkW価格の「一定額」の考え方や関連する費用の計上方法

¸ 2026年度以降の全商品前日取引化に伴う、ΔkW価格の「逸失利益（機会費用）」の考え方や関連する費用（起動費等）の
計上方法・取扱い

¸ 調整力kWh価格における、火力発電の限界費用の考え方や蓄電池の限界費用の考え方

３．その他

¸ 蓄電池事業者等との意見交換を踏まえ、需給調整市場ガイドライン冒頭の「Ⅰ．本文書の位置づけ」に、事前的措置のセーフハー
バーとしての位置づけをより明確化するよう追記。

¸ 明確化の観点等から、その他所要の見直し。

¸ 以上の内容は、需給調整市場への応札量増大、競争活性化による調整力調達コストの抑制にも資する取組であると判断され
ることから、建議のとおり、「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」を改定することとして
はどうか。
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（参考）電力・ガス取引監視等委員会における建議

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会プレスリリース（抜粋）

¸ 制度設計・監視専門会合での整理を踏まえ、「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」
の改定について、 経済産業大臣宛てに建議された。
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（参考）電力・ガス取引監視等委員会における建議

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会プレスリリース（抜粋）

¸ 制度設計・監視専門会合での整理を踏まえ、「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」
の改定について、 経済産業大臣宛てに建議された。
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（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）

（参考）１．事後的措置を規定する枠組みの見直し
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し（再掲）
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）



42

（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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（参考）２．事前的措置等の見直し
（B種電源協議の廃止、ΔkW価格及び調整力kWh価格の考え方の整理）

（出所）2025年12月10日 電力・ガス取引監視等委員会資料（抜粋）
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